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研究成果の概要（和文）： 日本国内び海外の学会・講演会で研究報告及び講演を実施したと同時に、積極的に
情報交換を行った。本研究の目的は欧州共通庇護制度の成功及び課題を明らかにし、日本における難民の保護に
資することであるので、日本の実務家とも現在進行中の難民認定申請者に係わる事件について積極的な情報交換
を行った。とりわけ、カナダ強制移住難民学会(CARFMS)及び国際難民移民裁判官協会(IARMJ)に毎年参加報告
し、各国の研究者及び実務家と強固なネットワークを築くと同時に積極的な意見交換を行った。調査を進める中
で、難民認定申請者が送還されるかどうかの基準の中でも「現実的なおそれ」基準が重要となることが明らかと
なった。

研究成果の概要（英文）：  The presentations and exchange of the views at the conferences in Japan 
and overseas were actively conducted. Since the purpose of this study is to clarify the lessons and 
learned of the Common European Asylum system, and to contribute to the legal protection of asylum 
seekers in Japan. Therefore, actively collect information about on ongoing cases of refugee status 
applicants with Japanese practitioners. In particular, annual participation to the Canadian 
Association for Refugee and Forced Migration Studies(CARFMS) and the International Association for 
Refugees and Immigration Judges (IARMJ) to build a solid network with researchers and practitioners 
from around the world. It became clear that the "real risk" is one of the significant criteria 
whether or not the asylum seeker is granted a refugee status and consequently the person is not 
returned to his/her country of origin.

研究分野： 国際人権法
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研究成果の学術的意義や社会的意義
 本研究の目的は欧州共通庇護制度の成功及び課題を明らかにすることであった。欧州人権裁判所を擁する欧州
評議会は長期間、ヒト・モノ・カネ・情報を中心とする欧州連合と住み分けていた。しかし、グローバル化の中
でヒトの移動に伴う人権の保護を無視できなくなり、平成１６年の欧州連合資格指令以降、難民・外国人の権利
の観点から欧州連合と欧州評議会の調整が積極的に実施されている。日本が欧州における失敗及び成功の経験か
ら学び、欧州の現状を精査し、分析することで、日本社会の外国人・難民の法的保護に貢献することが本研究の
意義である。
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１．研究開始当初の背景 
 本研究の背景としては、難民として認められなかった外国人の退去強制の送還先につき様々
な問題が生起していることがある。例えば、経由国である直接の送還先で人権侵害を受けるお
それが高くなくても、そこから出身国へ送還され人権侵害を受けるおそれが高い場合、最初に
送還した国は、人権侵害に加担したことになるのか。 
欧州評議会は長期間、欧州連合と住み分けていた。しかし、グローバル化の中でヒトの移動

に伴う人権の保護を無視できなくなり、平成１６年の欧州連合資格指令以降、難民・外国人の
権利の観点から欧州連合と欧州評議会の調整が積極的に実施され、欧州全体として、人権保護
が強化されるかのように見えていた。しかし、平成２３年以降、欧州への大量の人の移動は、
人数の多さだけではなく、テロリズムに絡む国家安全保障の観点から、欧州共通庇護制度を改
正し、シェンゲン協定を形骸化させている。その背景として、移民・難民に対して世論が厳し
くなっている現状があり、その象徴的な出来事がイギリスの EU 離脱であり、欧州各国での選
挙に外国人排斥を掲げる極右政党が一定数の投票を得ることである。こうした動きに欧州委員
会は無関係でいられず、まさに激動の時代を迎えているからである。 
  
 
２．研究の目的 
本研究の目的は欧州共通庇護制度の成功及び課題を明らかにすることであった。欧州人権裁

判所を擁する欧州評議会は長期間、ヒト・モノ・カネ・情報を中心とする欧州連合と住み分け
ていた。しかし、グローバル化の中でヒトの移動に伴う人権の保護を無視できなくなり、平成
１６年の欧州連合資格指令以降、難民・外国人の権利の観点から欧州連合と欧州評議会の調整
が積極的に実施されている。日本が欧州における失敗及び成功の経験から学び、欧州の現状を
精査し、分析することで、日本社会の外国人・難民の法的保護に貢献することが本研究の意義
である。 
 
 
３．研究の方法 
本研究では、欧州評議会、欧州人権裁判所が存するフランスのストラスブールを基点に、研

究者、国際機関、政府機関、NGO 等から意見を聴取し、意見交換をすることによって、欧州に
おける失敗及び成功の経験を明らかにしていった。 
ストラスブールに位置する欧州評議会の欧州差別撤廃・不寛容委員会事務局(ECRI)及び平成

２８年２月に新設された欧州評議会の移民・難民に関する事務総長特別代表部に拠点を置き調
査滞在しながら、欧州各国を調査した。聞き取り場所としては、また、欧州を揺るがせている
シリア難民の現状調査をするにあたり、シリアには入国できないため隣国のヨルダンで聞き取
り調査を実施した。さらに、シリアからの入り口となるギリシャのレスボス島等の受入れサイ
トでの実態調査も実施した。 
欧州評議会は、人権・法の支配・民主主義の保護及び推進をする欧州の機関である。欧州人

権裁判所も欧州評議会下の機関であり、欧州人権裁判所の判決は、国連の人権条約機関等に多
大な影響を与えてきた経緯がある。また、欧州人権裁判所判決のみならず、欧州評議会の人権
保護、多文化共生を越えたインターカルチュラルシティーの様々な取り組みは日本ではあまり
知られていないが、グッドプラクティスから学ぶことが多い。こうした人権の促進、とりわけ
難民認定申請者を含めた移民政策について日本の今後の在り方に寄与すると考えられる。 
欧州人権裁判所、欧州連合司法裁判所等の事例の比較を通し、外国人の退去強制に関する送

還禁止の基準につき、国際人権の観点から分析を行った。具体的には、以下のような難民条約
で保護されない者の処遇である。 
①難民条約上の迫害があると認められなかった者、 
②人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員又は政治的意見の５つの理由に該当
すると認められなかった者、 

③難民条約の難民の定義から除外される者、 
④難民条約の国家の安全に危険あるいは社会の安全に危険であるとされ、難民条約の追放送
還禁止原則の例外が適用される者、 

である。日本では難民認定は不認定とされたものの、法務大臣の「裁量」に基づいて、在留特
別許可により在留を許された場合を「補完的保護」と呼ぶ場合がある。しかし、「補完的保護」
とは裁量ではなく、国際人権条約に基づく「権利」として保護されることである。 
 
 
４．研究成果 
日本国内及び海外の学会・講演会で研究報告及び講演を実施したと同時に、積極的に情報交

換を行った。本研究の目的は欧州共通庇護制度の成功及び課題を明らかにし、日本における難
民の保護に資することであるので、日本の実務家とも現在進行中の難民認定申請者に係わる事
件について積極的な情報交換を行った。とりわけ、カナダ強制移住難民学会 (Canadian 
Association of Refugee and Forced Migration Studies: CARFMS)http://carfms.org/及び国際難民移民



裁判官協会(International Association of Refugee and Migration Judges: IARMJ; formerly International 
Association of Refugee Law Judges: IARLJ) https://www.iarmj.org/に毎年参加報告し、各国の研究者
及び実務家と強固なネットワークを築くと同時に積極的な意見交換を行った。例えば、平成２
８年７月、韓国司法研修所で開催された国際難民法裁判官協会の初アジア・パシフィック支部
会議にて難民法ワークショップに参加すると共に、韓国の裁判官や弁護士と難民法について意
見交換を行った。また、人の大量移動における国際的保護義務のセッションでコメンテーター
をつとめた。平成２８年９月はロンドンで開催された国際難民法裁判官協会欧州支部及び欧州
行政法裁判官協会が共同主催した移民・難民法ワークショップに参加し、欧州連合司法裁判所
及び欧州人権裁判所の最近の判例動向を欧州の難民法裁判官と、欧州連合加盟国の移民法廷・
行政裁判所に属する難民法裁判官が直面している難民に厳しい政府の政策と法的保護について
議論した。各国の難民裁判官と強固なネットワークを築いたおかげで、英国移民上訴法廷副所
長の Judith Gleeson 判事、ニュージーランド移民・難民保護法廷の副所長の Martin Treadwell 判
事、元オーストラリア難民法廷判事・現ニューサウスウェールズ大学大学 Linda Kirk 准教授を
招き、平成２９年２月に大阪大学で２日間の国際難民法シンポジウムを開催した。 
 調査を進める中で、難民認定申請者が送還されるかどうかの基準の中でも「現実的なおそれ」
基準が重要となることが明らかとなった。そのため、イギリス、オーストラリア、ニュージー
ランドがいかに難民認定申請者の「現実的なおそれ」基準を発展させてきたかにつき、上３国
の難民裁判官に寄稿文を依頼し、大学院生等と共に翻訳し解説し論文「『現実的なおそれ』：英 
国・ニージーランド・オーストラリアにおける立証基準の発展経緯」とした。 
メディアの取材は、平成２９年６月１４日朝日新聞朝刊２８頁大阪版「カナダ発民間主導の

難民支援」、平成２９年７月２８日毎日新聞朝刊東京版「難民問題欧州への渡航、トルコが規制」
平成２９年８月９日 THE BIG ISSUE ONLINE「市民が難民を受け入れる「プライベート・スポ
ンサーシップ」きっかけは３歳のシリア難民男児の溺死ニュース」に対応した。 
 欧州評議会内の欧州差別・不寛容撤廃委員会事務局(ECRI)２０１６年３月１６日採択「非正
規移民の差別に関する一般的政策勧告第１６号」を和訳し、ECRI ウェブサイトに掲載した。
https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-16-on-safeguarding-irregularly-p/16808b5b0d 
平成２９年１２月７日に欧州評議会で採択された「人種差別と戦うための平等機関：国家レベ
ルの不寛容に関する一般的政策勧告第１８号」を和訳し、ECRI ウェブサイトに掲載予定であ
る。 
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